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報告第１９号

協 議 会 報 告 項 目

津 地 区 合 併 協 議 会

総 務 ・ 企 画 部 会

検査分科会　１-7



１回 ２回 ３回

1 - 7 - 1 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 2 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 3 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 4 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 5 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 6 4/24 6/5 6/5

1 - 7 - 7 4/24 5/8

1 - 7 - 8 4/24 6/5 6/5検査体制

随時検査（工事検査）

設計積算システム

三重県市町村検査担当協議会

優良建設工事請負業者表彰

完成検査（工事検査）

中間検査（工事検査）

出来高部分検査（工事検査）

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考
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1

2

3

　本町が所管する工事を河芸町
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　芸濃町が所管する工事及び公
共団体等から依頼を受けて行う
検査の対象となる工事を芸濃町
建設工事等検査規則（三重県建
設工事検査基準準用）に基づ
き、請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

中間検査（工事検
査）

　本市が所管する工事（当初の
契約金額が500万円以上の修繕
を含む）及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査の対象とな
る工事を、津市工事検査要綱に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を行います。

　本市が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、久居市
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　本町が所管する工事を河芸町
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　芸濃町が所管する工事及び公
共団体等から依頼を受けて行う
検査の対象となる工事を請負契
約の適正な履行を確認するため
工事検査を行います。

　出来高部分検査は、工事の出
来高部分について、部分払いを
するために行う検査です。

　同左

出来高部分検査
（工事検査）

完成検査（工事検
査）

　本市が所管する工事（当初の
契約金額が500万円以上の修繕
を含む）及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査の対象とな
る工事を、津市工事検査要綱に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を行います。

　本市が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、久居市
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　本市が所管する工事（当初の
契約金額が500万円以上の修繕
を含む）及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査の対象とな
る工事を、津市工事検査要綱に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を行います。

　本市が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、久居市
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　完成検査は、契約書等に基づ
き、工事が完成したときに行う検
査です。

　同左

分　   科　   会

総務・企画部会

検査分科会

芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 専　門　部　会

関　係　項　目

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

　芸濃町が所管する工事及び公
共団体等から依頼を受けて行う
検査の対象となる工事を芸濃町
建設工事等検査規則（三重県建
設工事検査基準準用）に基づ
き、請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　村が所管する工事(入札に伏し
た物件)及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査対象となる
工事を美里村財務規則に基づき
工事に係る請負契約の適正な
履行を確認するため工事検査を
行います。

　本町が所管する工事（変更後
の契約金額が130万円以上の工
事等）を、安濃町会計規則に基
づき、工事に係る請負契約の適
正な履行を確認するため工事検
査を行います。130万円未満は
担当課長の検査となります。

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町

　本町が所管する工事を河芸町
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　中間検査としては、実施してい
ないが出来高の部分検査等に
ついては、事業担当課長が確認
検査を実施しています。

　本町が所管する工事を、安濃
町会計規則に基づき、工事に係
る請負契約の適正な履行を確認
するため工事検査を行います。

　村が所管する工事(入札に伏し
た物件)及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査の対象とな
る工事を美里村財務規則に基づ
き工事に係る請負契約の適正な
履行を確認するため工事検査を
行います。

　本町が所管する工事を、安濃
町会計規則に基づき、工事に係
る請負契約の適正な履行を確認
するため工事検査を行います。

　同左 　同左 　同左 　同左

　同左 　同左 　同左 　同左

　中間検査は、工事の一部が完
成した場合に、その部分を使用
するために行う検査です。

　中間検査は、工事の一部が完
成した場合に、その部分を使用
するために行う他、事業担当課
長から検査の依頼があった場
合、また、検査員が必要がある
と認めた場合に行う検査です。

　津市に同じ 　同左 　同左 　同左
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　同左 　久居市に同じ 　同左

白　山　町

調　整　の　内　容

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

１．新たに制度を制定する。（合併と同時）
２．新たに制度を制定する。（合併と同時）
３．新たに制度を制定する。（合併と同時）

　本町が所管する工事を香良洲
町建設工事検査要綱に基づき、
工事に係る請負契約の適正な
履行を確認するため工事検査を
行います。

　一志町が所管する工事（５０万
円以上で契約書締結のもの）
を、一志町工事検査規則によ
り、工事にかかる請負契約の履
行確認のため、三重県の制定す
る土木工事検査基準に準じて完
成検査を実施します。

　本町が所管する工事を香良洲
町建設工事検査要綱に基づき、
工事に係る請負契約の適正な
履行を確認するため工事検査を
行います。

　一志町が所管する工事（５０万
円以上で契約書締結のもの）
を、一志町工事検査規則によ
り、工事にかかる請負契約の履
行確認のため、三重県の制定す
る土木工事検査基準に準じて完
成検査を実施します。

　同左 　同左

　本町が所管する工事を香良洲
町建設工事検査要綱に基づき、
工事に係る請負契約の適正な
履行を確認するため工事検査を
行います。

　一志町が所管する工事（５０万
円以上で契約書締結のもの）
を、一志町工事検査規則によ
り、工事にかかる請負契約の履
行確認のため、三重県の制定す
る土木工事検査基準に準じて完
成検査を実施します。

　本町が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、三重県
建設工事検査規則に基づき、工
事に係る請負契約の適正な履
行を確認するため工事検査を行
います。

　本町が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、三重県
建設工事検査規則に基づき、工
事に係る請負契約の適正な履
行を確認するため工事検査を行
います。

　同左 　同左　同左

　同左

・事務内容は津市の例により調整する。

・事務内容は津市の例により調整する。

・事務内容は津市の例により調整する。　本町が所管する工事及び公共
団体等から依頼を受けて行う検
査の対象となる工事を、三重県
建設工事検査規則に基づき、工
事に係る請負契約の適正な履
行を確認するため工事検査を行
います。

　本村が所管する工事（１００万
円以上で契約書締結のもの）を
三重県建設工事検査基準等に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を実施します。

　津市に同じ

　本村が所管する工事を三重県
建設工事検査規則に基づき、工
事にかかる請負契約の適正な
履行を検査監が工事検査を行
い確認する。

　同左

　本村が所管する工事（１００万
円以上で契約書締結のもの）を
三重県建設工事検査基準等に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を実施します。

　同左
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4

5

6 　事業に係る設計積算の効率的
な遂行を目的として積算システ
ムを導入しています。
　建設課にて管理している。（３
台）

　（株）ビーイングの積算システ
ム「Ｇａｉａ」

　－ 　建設及び農林事業に係る設計
積算事務の円滑かつ効率的な
遂行を図ることを目的として、平
成14年度から積算ｼｽﾃﾑ機器を
導入しています。
　現在、設計積算に係わる職員
が自席で設計積算可能なﾉｰﾄﾊﾟ
ｿｺﾝが3台設置されており、研修
を重ねながら積算業務を行って
いる。
　ﾃﾞｰﾀの機密保持のため、個人
のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる管理を行ってい
ます。

三重電算（富士通）の積算シス
テム

設計積算システム 　建設3部及び農林水産事業に
係る設計積算事務の円滑かつ
効率的な遂行を図ることを目的
として、平成6年度から積算ｼｽﾃ
ﾑ機器を導入しています。
　現在、積算室にｻｰﾊﾞｰ2台（ﾊﾞｯ
ｸｱｯﾌﾟ機1台含む）を設置し、設
計積算に係わる技術吏員が自
席で設計積算可能なﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
が47台設置されており、また
LANに接続されていない部署の
ために積算室に3台のﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
ﾊﾟｿｺﾝが設置されています。
　ｼｽﾃﾑ運用については、個人の
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる管理を行っていま
す。

（株）日立情報システムズ中部
支社の積算システム

　建設部に係る設計積算事務の
円滑かつ効率的な遂行を図るこ
とを目的として積算ｼｽﾃﾑ機器を
導入しています。
　現在、各課にｻｰﾊﾞｰ3台を設置
し、設計積算に係わる技術吏員
が自席で設計積算可能なﾉｰﾄﾊﾟ
ｿｺﾝが12台設置されています。

　（株）東海データ通信サービス
「エスティマ」
　（株）ビーイング「ガイア」
　タカノシステム

　産業建設課の事業に係る設計
積算の効率的な遂行を目的とし
て積算システムを導入していま
す。
　現在2台導入しています。

　（株）ビーイングの積算システ
ム「Ｇａｉａ」

　－ 　－優良建設工事請負
業者表彰

　平成7年度工事以降から、津
市優良工事請負業者表彰要綱
に基づき、表彰を行う年度の前
年度に完成された対象工事を施
工した請負業者の中から、特に
優れた業者を対象に優良建設
工事請負業者として表彰する。

　－ 　－

　－ 　－

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 美　里　村 安　濃　町

様式４

協　議　項　目 専　門　部　会 総務・企画部会

関　係　項　目

　－

芸　濃　町

分　   科　   会

随時検査（工事検
査）

　本市が所管する工事（当初の
契約金額が500万円以上の修繕
を含む）及び公共団体等から依
頼を受けて行う検査の対象とな
る工事を、津市工事検査要綱に
基づき、工事に係る請負契約の
適正な履行を確認するため工事
検査を行います。

　－ 　本町が所管する工事を河芸町
工事検査要綱に基づき、工事に
係る請負契約の適正な履行を確
認するため工事検査を行いま
す。

　－

検査分科会

　随時検査は、事業担当部長か
ら検査に係る依頼があった場
合、また検査担当理事及び検査
員が必要があると認める場合等
に行う検査です。

　随時検査は、事業担当課から
検査に係る依頼があった場合、
また検査員が必要があると認め
る場合等に行う検査です。
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　－

　－ ・合併後２年間の実績による表彰とすることから、津市独自の表彰は廃止する。
・事務内容は津市の例により調整する。

　－ 　－

　建設事業・上下水道事業・農
林水産事業に係る積算事務の
円滑かつ効率的な遂行を図るこ
とを目的として平成７年度に三
重県と同システムのエスティマを
導入しておりましたが、平成１３
年度に三重県のシステムがサイ
ディーンに変更されたことにより
当町も同年１２月よりサイディー
ンによる積算システムを導入し
ています。
　現在、積算室にサーバー機１
台を設置し、積算室内において
２台のデスクトップ型のクライア
ントにより積算担当者が積算業
務を行っています。
　積算室の入室に関しては建設
課・下水道課においてドアの鍵
を管理し、システムの運用につ
いては積算担当者ごとにユー
ザーコードとパスワードを設定し
た管理体制をとっています。

（株）日立情報システムズ中部
支社の積算システム

　予算は、システム利用する事
業課がそれぞれ執行している。
農林商工課、上下水道課、建設
課においてノートパソコン４台に
て設計積算を行っている。平成１
４年度中に単価改正等のメンテ
ナンスを容易にするため電算室
のサーバ（指名入札）を使いＬＡ
Ｎ構築する。

ローディング（外）

・津市の例により調整する。（今現在、三重県と同じシステムで対応しており、今後もそ
の方針を継続する。）

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町

　－ 　－

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調整の具体的内容

様式４

調　整　の　内　容
４．新たに制度を制定する。（合併と同時）
５．新市に移行後、速やかに調整する。（合併後２年程度）
６．新たに制度を制定する。（合併と同時）

・事務内容は津市の例により調整する。　－

美　杉　村

　－

　農林水産事業・土木事業に係
る設計積算事務の円滑かつ効
率的な遂行を図ることを目的とし
て、平成６年度から積算システ
ム機器を導入している。

積算システム
　農業１台（ノートブック）・・・ソフ
ト名エスティマX（富士通）
　林業１台（ノートブック）・・・ソフ
ト名エスティマX（富士通）
　土木１台（デスクトップ）・・・ソフ
ト名　ローディック（NEC）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

　－
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7

総務・企画部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 検査分科会

協　議　項　目 専　門　部　会

同左

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
区　　　　　分

三重県市町村検査
担当協議会

　市町村工事検査担当者の資
質向上のための研修

同左

　検査員は町長が検査を命じた
者をいう（芸濃町検査等規則第
２条第１項）
合格、不合格の判定がしがたい
事項については、検査員会に報
告し、その指示を受けなければ
ならない

　村長は、検査又は検収を行う
者に検査員を命ずる。(美里村財
務規則第159条)

　法第234条の2第1項による監
督又は検査（検収）は、町長が
職員に命じさせなければならな
い。（会計規則第101条）

同左 同左 同左

○検査員　２名
土木関係　２名
○臨時検査員　１１名
土木関係　８名
建築関係　３名

○検査員
・契約金額が1,000万円以上の
工事　　検査監３名
・契約金額が500万円以上1,000
万円未満の工事　　部長
・契約金額が500万円未満の工
事　　課長

　市長の任命する検査員は、や
むを得ない場合を除き、技術吏
員とする。（津市工事請負等の
契約及び執行に関する規則第２
９条第３項）

　法第二百三十四条の二第一
項による監督又は検査（検収）
は、市長が職員に命じさせなけ
ればならない。（会計規則第101
条）　　　　　　　　　検査員　総務
課検査を担当する技術職員若し
くは市長が命じた職員をいう。
(久居市工事検査要綱第3条第1
項1号）
臨時検査員　事業担当課長又
は技術職員で、市長が命じたも
のをいう。(久居市工事検査要綱
第3条第1項2号）

　法第二百三十四条の二第一
項による監督又は検査（検収）
は、町長が職員に命じさせなけ
ればならない。（会計規則第101
条）

　　５０件 　　１６９件

○検査員1名(うち専任1名)
土木関係1名
建築関係0名
電気関係0名
機械関係0名

○検査員1名（企画商工課長）
　企画商工課の検査は、助役が
行なう。

8 検査体制

〇検査員　１名（人数に制限は
ない、兼務）

参考
平成１３年度設計書作成本数
　　423件 　　171件 　　１１３件 　　４５件

○検査員　２３名（うち専任３名）
土木関係　８名
建築関係　５名
電気関係　５名
機械関係　５名
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

白　山　町香 良 洲 町

７．現行どおり新市に引き継ぐ。
８．新たに制度を制定する。（合併と同時）

調整の具体的内容
一　志　町

同左

　町長は、検査又は検収を行う
者に検査員を命ずる。(香良洲町
会計規則第１０１条)

　１２５件

○検査員　3名(全員兼務体制）
　土木関係・建築関係全て上記3
名で対応している。
　電気・機械関係近年該当なし

○検査員　１名(兼務）

美　杉　村

同左

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

調　整　の　内　容

・基本的に津市の例により調整する。

　１５３件　　４３件 　　１１５件

　法第２３４条の２第1項の規定
による監督又は検査（検収）は
村長が職員に命じてこれをさせ
なければならない。（美杉村財務
規則第１１１条第１項）

○検査員
・５００万円以上の工事等　検査
監３名
・５００万円未満の工事等　課長

○検査員　1名（監査室職員兼
務）
　工事関係すべてを対応してい
る。

同左 同左

　町長は、第百四条の規定によ
る契約の履行完了の届出を受
けたときは………検査又は検収
を職員に命じて行わなければな
らない。(一志町会計規則第106
条第1項）

　法第234条の２第1項の規定に
よる監督又は検査（検収）は、町
長が職員に命じさせなければな
らない。
（白山町会計規則101条）

　検査員は技術吏員で、町長が
命じた者。
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